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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律

「
第
六
章

機
械
器
具
等
に
係
る
措

第
一
節

機
械
器
具
に
係
る
措

目
次
中
「
第
六
章

機
械
器
具
に
係
る
措
置
（
第
七
十
七
条
―
第
八
十
一
条
）
」
を

第
二
節

熱
損
失
防
止
建
築
材

第
七
章

電
気
事
業
者
に
係
る
措

置置
（
第
七
十
七
条
―
第
八
十
一
条
）

に
、
「
第
七
章
」
を
「
第
八
章
」
に
、
「
第
八
章
」
を
「
第

料
に
係
る
措
置
（
第
八
十
一
条
の
二
―
第
八
十
一
条
の
五
）
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置
（
第
八
十
一
条
の
六
・
第
八
十
一
条
の
七
）

」

九
章
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
機
械
器
具
」
を
「
機
械
器
具
等
」
に
改
め
、
「
所
要
の
措
置
」
の
下
に
「
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
関
す

る
所
要
の
措
置
」
を
加
え
、
「
合
理
化
を
」
を
「
合
理
化
等
を
」
に
改
め
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
の
需
要
の
平
準
化
」
と
は
、
電
気
の
需
要
量
の
季
節
又
は
時
間
帯
に
よ
る
変
動
を
縮
小
さ

せ
る
こ
と
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
」
の
下
に
「
及
び
電
気
の
需
要
の
平
準
化
」
を
加
え
、
「
合
理

化
に
」
を
「
合
理
化
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
」
の
下
に
「
、
電
気
の
需
要
の
平

準
化
を
図
る
た
め
に
電
気
を
使
用
す
る
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
」
を
加
え
、
「
合
理
化
の
促
進
」

を
「
合
理
化
等
の
促
進
」
に
、
「
合
理
化
に
関
す
る
事
項
」
を
「
合
理
化
等
に
関
す
る
事
項
」
に
改
め
、
「
長
期
見
通
し
」

の
下
に
「
、
電
気
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
を
取
り
巻
く
環
境
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
表
示
に
係
る
部
分
」
の

下
に
「
並
び
に
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
材
料
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
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た
め
の
性
能
の
向
上
及
び
表
示
に
係
る
部
分
」
を
加
え
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
合
理
化
に
」
の
下
に
「
努
め
る
と
と
も
に
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
」
を
加

え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
事
項
」
を
「
事
項
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に

お
け
る
性
能
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
に
規
定
す
る
指
針
」
を
、
「
長
期
見
通
し
」
の
下
に
「
、
電
気
そ
の

他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
を
取
り
巻
く
環
境
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
工
場
等
に
お
い
て
電
気
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
に
よ
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措

置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
当
該
者
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を

定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
気
需
要
平
準
化
時
間
帯
（
電
気
の
需
給
の
状
況
に
照
ら
し
電
気
の
需
要
の
平
準
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
時
間
帯
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
時
間
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
電
気
の
使
用
か
ら
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燃
料
又
は
熱
の
使
用
へ
の
転
換

二

電
気
需
要
平
準
化
時
間
帯
か
ら
電
気
需
要
平
準
化
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
へ
の
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
を
使
用

す
る
時
間
の
変
更

第
六
条
中
「
適
確
な
実
施
」
の
下
に
「
又
は
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確
な
実
施
」
を
、
「
助
言
を
」

の
下
に
「
し
、
又
は
工
場
等
に
お
い
て
電
気
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
針
を
勘
案

し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
対
し
」
の
下
に
「
、
当
該
特
定
事
業
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
行
う
事
業
に
係
る
技
術
水
準

、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
針
に
従
つ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
見
出
し
中
「
事
項
」
を
「
事
項
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対

比
に
お
け
る
性
能
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
に
規
定
す
る
指
針
」
を
、
「
長
期
見
通
し
」
の
下
に
「
、
電
気

そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
を
取
り
巻
く
環
境
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。
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２

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
電
気
を
使
用
し
て
貨
物
の
輸
送
を
行
う
貨
物
輸
送
事
業
者
に
よ
る
貨
物
の
輸

送
に
係
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
貨
物
輸
送
事
業
者
が
取

り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
適
確
な
実
施
」
の
下
に
「
又
は
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確
な
実
施
」
を
、
「
助
言

を
」
の
下
に
「
し
、
又
は
電
気
を
使
用
し
て
貨
物
の
輸
送
を
行
う
貨
物
輸
送
事
業
者
に
対
し
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指

針
を
勘
案
し
て
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
対
し
」
の
下
に
「
、
当
該
特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
行
う
貨
物
の
輸

送
に
係
る
技
術
水
準
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
針
に
従
つ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
」
を
加
え

る
。第

五
十
八
条
中
「
資
す
る
よ
う
」
の
下
に
「
努
め
る
と
と
も
に
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
よ
う
」
を
加
え
、
同

条
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
性
能
」
を
「
一
定
の
条
件
で
の
輸
送
に
際
し
消
費
さ
れ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
量
を
基
礎
と
し
て
評
価
さ
れ
る
性
能
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

電
気
需
要
平
準
化
時
間
帯
か
ら
電
気
需
要
平
準
化
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
へ
の
電
気
を
使
用
し
た
貨
物
の
輸
送
を
行
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わ
せ
る
時
間
の
変
更
の
た
め
の
措
置

第
五
十
九
条
の
見
出
し
中
「
事
項
」
を
「
事
項
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
」
を
「
前
条
第
一
号
及
び
第

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に

改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
に
規
定
す
る
指
針
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
荷
主
に
よ
る
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
電
気
を
使
用
し
た
貨
物
の
輸
送

に
係
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
当
該
荷
主
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
中
「
適
確
な
実
施
」
の
下
に
「
又
は
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確
な
実
施
」
を
加
え
、
「
第

五
十
八
条
各
号
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
助
言
を
」
の
下
に
「
し
、
又
は
電
気
を
使
用
し
た

貨
物
の
輸
送
を
行
わ
せ
る
荷
主
に
対
し
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
針
を
勘
案
し
て
、
第
五
十
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
措

置
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
」
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
対
し
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
針
に
従
つ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
そ
の
他
の
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事
情
を
勘
案
し
て
」
を
加
え
る
。

第
六
十
五
条
中
「
実
施
」
の
下
に
「
又
は
電
気
を
使
用
し
て
貨
物
の
輸
送
を
行
う
貨
物
輸
送
事
業
者
の
電
気
の
需
要
の
平

準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確
な
実
施
」
を
加
え
る
。

第
六
十
六
条
の
見
出
し
中
「
事
項
」
を
「
事
項
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対

比
に
お
け
る
性
能
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五

十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
に

規
定
す
る
指
針
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
電
気
を
使
用
し
て
旅
客
の
輸
送
を
行
う
旅
客
輸
送
事
業
者
に
よ
る
旅
客
の
輸

送
に
係
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
旅
客
輸
送
事
業
者
が
取

り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
中
「
適
確
な
実
施
」
の
下
に
「
又
は
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確
な
実
施
」
を
、
「
助
言

を
」
の
下
に
「
し
、
又
は
電
気
を
使
用
し
て
旅
客
の
輸
送
を
行
う
旅
客
輸
送
事
業
者
に
対
し
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指

針
を
勘
案
し
て
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
」
を
加
え
る
。
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第
七
十
条
中
「
資
す
る
よ
う
」
の
下
に
「
努
め
る
と
と
も
に
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
よ
う
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
第
六
項
中
「
輸
送
」
と
、
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条

第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
行
う
貨
物
の
輸
送
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
貨
物
又
は
旅
客
の
輸
送
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
中
「
資
す
る
よ
う
」
の
下
に
「
努
め
る
と
と
も
に
、
建
築
物
に
設
け
る
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
に
係
る

電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
電
気
の
利
用
の
た
め
の
措
置
を
適
確
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化

に
資
す
る
よ
う
」
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
」
を
「
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
建
築
物

に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
の
」
に
、
「
同
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
の
長
期
見
通
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
に
関
す
る
技
術
水
準
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改

定
を
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
十
四
条
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
七
項
及
び
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章

機
械
器
具
等
に
係
る
措
置

第
六
章
中
第
七
十
七
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

機
械
器
具
に
係
る
措
置

第
七
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
努
力
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
消
費
す
る
機
械
器
具
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
関
係
機
器
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
部
品
と
し
て
又
は
専
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
と
と

も
に
使
用
さ
れ
る
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
使
用
に
際
し
消
費
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
に
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
係
る
機
械
器
具
」
を
「
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量

と
の
対
比
に
お
け
る
機
械
器
具
の
性
能
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
一
定
の
条
件
で
の
使
用
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に
際
し
消
費
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
を
基
礎
と
し
て
評
価
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

関
係
性
能
（
関
係
機
器
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
関
す
る
当
該
関
係
機
器
の
性
能
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
、
機
械
器
具
」
を
「
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
（
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
た
め
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
が
技
術
的
及
び
経
済

的
に
可
能
な
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
は
、
基
本
方
針
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
に
つ
き
、
電
気
の
需
要
の
平
準
化

に
係
る
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
に
係
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
の
見
出
し
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
の
」
に
、
「
前
条
に
規
定
す
る
性
能
」
を
「

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
」
に
、
「
機
械
器
具
で
あ
つ
て
当
該
性
能
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
で
あ
つ
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
」
に
、
「
「
特
定
機
器
」
を
「
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
」
に
改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
我

が
国
に
お
い
て
大
量
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
に
際
し
相
当
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
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に
係
る
関
係
機
器
で
あ
つ
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
関
係
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
関
係
機
器
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
（
自
動
車
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
に
係
る
特
定
関
係
機
器
」

を
加
え
、
「
第
八
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
八
十
七
条
第
十
三
項
」
に
、
「
特
定
機
器
ご
と
に
、
当
該
性
能
」
を
「
特
定

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
及
び
特
定
関
係
機
器
（
以
下
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
関
係
性
能
（
以
下
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
製
造
事

業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
機
器
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
機
器
等
」
に
、
「
前
条
に
規
定
す
る
性
能
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
、
「
当
該
性
能
」
を
「
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
特
定
機
器
」
を
「

特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
、
「
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
性
能
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
、
「
当
該

性
能
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製

造
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
特

定
機
器
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
改
め
る
。
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第
八
十
条
中
「
特
定
機
器
（
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
（
」
に
、
「
特
定
機
器
ご
と
に
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
機
器
等
ご
と
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ

特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

と
し
て
経
済
産
業
省
令
（
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項

ロ

特
定
関
係
機
器

寄
与
率
（
特
定
関
係
機
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
関
係
性
能
と
し
て
経
済
産
業
省
令
（
自
動
車
に

係
る
特
定
関
係
機
器
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項

第
八
十
条
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に
「
又
は
寄
与
率
」
を
加
え
、
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
特
定
機
器
」
を
「

特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
改
め
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に
「
又
は
寄
与
率
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
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中
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
事
業
者
等
」
を

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
特
定
機
器
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
に
改
め
、
第
六

章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節

熱
損
失
防
止
建
築
材
料
に
係
る
措
置

（
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業
者
等
の
努
力
）

第
八
十
一
条
の
二

建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
材
料
（
以
下
「
熱
損
失

防
止
建
築
材
料
」
と
い
う
。
）
の
製
造
、
加
工
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業

者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
方
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
そ
の
製
造
、
加
工
又
は
輸
入
に
係
る
熱
損
失
防
止

建
築
材
料
に
つ
き
、
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
に
係
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）

第
八
十
一
条
の
三

熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
う
ち
、
我
が
国
に
お
い
て
大
量
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
建
築
物
に
お
い
て
熱

の
損
失
が
相
当
程
度
発
生
す
る
部
分
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
前
条
に
規
定
す
る
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
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と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
ご
と
に
、
当
該
性
能
の
向
上
に
関
し
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事

業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
う
ち
前
条
に
規
定
す
る
性

能
が
最
も
優
れ
て
い
る
も
の
の
当
該
性
能
、
当
該
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
に
関
す
る
技
術
開
発
の
将
来
の
見
通
し
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
）

第
八
十
一
条
の
四

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
に
つ
い
て
、
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
熱
損
失
防
止
性
能
（
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
性

能
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
熱
損
失
防
止
建

築
材
料
製
造
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項

二

表
示
の
方
法
そ
の
他
熱
損
失
防
止
性
能
の
表
示
に
際
し
て
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
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項
（
準
用
規
定
）

第
八
十
一
条
の
五

第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
は
、
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業
者
等
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
又
は
輸
入
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
、
加
工
又
は
輸
入
」
と
、
「
特
定

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」
と
、
「
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
製
造
し
、
加
工
し
、
又
は
輸
入
す
る
」
と
、
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、

「
照
ら
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
と
あ
る
の
は
「
照
ら
し
て
第
八
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
性
能
」
と
、
「
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
」
と
あ
る
の
は
「
の
当
該
性
能
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」
と
、
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
一
条
の
四
」
と
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
又

は
寄
与
率
」
と
あ
る
の
は
「
熱
損
失
防
止
性
能
」
と
、
「
製
造
又
は
輸
入
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
、
加
工
又
は
輸
入
」
と

、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
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第
九
十
五
条
第
二
号
中
「
第
七
十
九
条
第
三
項
」
及
び
「
第
八
十
一
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
第
八
十
一
条
の
五
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
章
を
第
九
章
と
す
る
。

第
八
十
四
条
の
二
中
「
合
理
化
」
を
「
合
理
化
等
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
及
び
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
」

に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
機
械
器
具
の
性
能
の
表
示
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
等
の
表
示

、
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
性
能
の
表
示
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
の
事
業
を
行
う
者
、
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
そ
の
事

業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費
者
が
行
う
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
に
つ
き
協
力
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業

者
は
、
建
築
物
に
設
け
る
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
に
係
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
電
気
の
利
用
の
た
め
に

建
築
物
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
の
表
示
、
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
（
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
た
め
の
機
能

を
付
加
す
る
こ
と
が
技
術
的
及
び
経
済
的
に
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
の
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
係
る
機
能
の
表
示
そ

の
他
一
般
消
費
者
が
行
う
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
措
置
の
実
施
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
七
条
第
十
三
項
中
「
前
章
」
を
「
第
六
章
」
に
、
「
特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

機
器
等
製
造
事
業
者
等
若
し
く
は
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
製
造
事
業
者
等
」
に
、
「
特
定
機
器
に
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
機
器
等
若
し
く
は
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
に
」
に
、
「
特
定
機
器
、
」
を
「
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等

若
し
く
は
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
、
」
に
改
め
る
。

第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
七
章

電
気
事
業
者
に
係
る
措
置

（
開
示
）

第
八
十
一
条
の
六

電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
一
般
電
気
事
業
者
、
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
供
給
す
る
電
気
を
使
用
す
る
者
か
ら
、
当
該
電
気
を
使
用
す
る
者
に
係
る
電
気
の

使
用
の
状
況
に
関
す
る
情
報
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
情
報
で
あ
つ
て
当
該
電
気
事
業
者
が
保
有
す
る
も
の
（
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
を
除
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く
。
）
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
電
気
を
使
用
す
る
者
（
当
該
電
気
を
使
用
す
る
者
が
指
定
す
る
者
を
含
む

。
）
に
対
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
気
事
業
者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
画
の
作
成
及
び
公
表
）

第
八
十
一
条
の
七

電
気
事
業
者
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

、
基
本
方
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
電
気
を
使
用
す
る
者
に
よ
る
電
気
の
需
要
の

平
準
化
に
資
す
る
取
組
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
供
給
す
る
電
気
を
使
用
す
る
者
に
よ
る
電
気
の
需
要
の
平
準
化
に
資
す
る
取
組
を
促
す
た
め
の
電
気
の
料
金
そ

の
他
の
供
給
条
件
の
整
備

二

そ
の
供
給
す
る
電
気
を
使
用
す
る
者
の
一
定
の
時
間
ご
と
の
電
気
の
使
用
量
の
推
移
そ
の
他
の
電
気
の
需
要
の
平
準

化
に
資
す
る
取
組
を
行
う
上
で
有
効
な
情
報
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
及
び
当
該
電
気
を
使
用
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す
る
者
（
当
該
電
気
を
使
用
す
る
者
が
指
定
す
る
者
を
含
む
。
）
に
対
す
る
そ
の
提
供
を
可
能
と
す
る
機
能
を
有
す
る

機
器
の
整
備

三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
供
給
す
る
電
気
の
需
給
の
実
績
及
び
予
測
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の

環
境
の
整
備

２

電
気
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
廃
止

）
第
二
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（

平
成
五
年
法
律
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
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る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開

発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
十

二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
旧
合
理
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
（
旧
合
理
化
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
合
理
化
計
画
を
提
出
す
べ
き
旨
の
指
示
を
受
け
た
特
定
事
業
者
又
は
特
定
連
鎖
化
事
業
者
に

対
す
る
当
該
指
示
に
係
る
合
理
化
計
画
を
変
更
す
べ
き
旨
の
指
示
、
合
理
化
計
画
を
適
切
に
実
施
す
べ
き
旨
の
指
示
、
公
表

及
び
命
令
並
び
に
こ
れ
ら
の
指
示
、
公
表
及
び
命
令
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
合
理
化
法
第
五
十
七
条
第
一
項
（
旧
合
理
化
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
、
特
定
旅
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客
輸
送
事
業
者
若
し
く
は
特
定
航
空
輸
送
事
業
者
又
は
特
定
荷
主
に
対
す
る
当
該
勧
告
に
係
る
公
表
及
び
命
令
並
び
に
こ
れ

ら
の
勧
告
、
公
表
及
び
命
令
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
合
理
化
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
製
造
事
業
者

等
（
次
項
に
お
い
て
「
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
当
該
勧
告
に
係
る
公
表
及
び
命
令
並
び
に
こ
れ
ら
の
勧
告

、
公
表
及
び
命
令
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
合
理
化
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
に
対
す
る
当
該

勧
告
に
係
る
公
表
及
び
命
令
並
び
に
こ
れ
ら
の
勧
告
、
公
表
及
び
命
令
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
廃
止

に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動

の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
特
定
事
業
活
動
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
の
承
認
を

受
け
た
中
小
企
業
者
又
は
組
合
等
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
並
び
に
報
告
の
徴
収
に
つ
い
て
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は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
特
定
事
業
活
動
促
進
法
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
活

動
等
関
連
保
証
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
事
業
活
動
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施

行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
合
理
化
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
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が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
合
理
化
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
イ

及
び
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
四
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

(3)

に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
八
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
十
条
第

一
号
イ
」
に
、
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ

中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

(3)

の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
八
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
十
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
製
造
事
業
者
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
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者
等
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
四
号
中
「
及
び
特
定
物
質
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事

業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
五
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
を
い
う
。
）

」
を
「
、
特
定
物
質
（
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
を
い
う
。
）
、
包
装
材
料
及
び
容
器
」
に
、
「
同
法
」
を
「
資
源
の
有
効
な
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
第
百
六
号
及
び
第
百
五
十
五
号
の
二

二

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
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三

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）

四

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
条
第
九
項
並
び
に
第
五
十
四
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
八
項

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

削
除

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
五
条
第
三
項
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
に
対
す
る
出
資
金
の
出
資
（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
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開
発
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
出
資
に
限
る
。
）
又
は
交
付
金
の
交
付

（
災
害
時
に
お
け
る
石
油
の
供
給
不
足
へ
の
対
処
等
の
た
め
の
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

災
害
時
に
お
け
る
石
油
の
供
給
不
足
へ
の
対
処
等
の
た
め
の
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
三
号
中
「
及
び
第
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
十
六
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
一
条
中
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
改

正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

削
除


